
★感染症対策のため、講演などを中止・変更する場合があります
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　区内で女性活躍やダイバーシティ推進に積極的に取り組む企業や大
学の事例紹介から、女性活躍推進、ワーク・ライフ・バランス、働き
方などについて考える講座です。ぜひご参加ください。

　災害など特別な事情がない状態で介護保険料の滞納が発生すると、
介護保険サービスを利用するときに、自己負担の割合が大きくなるこ
とがあります。

　ひとり親家庭などのかたが病気やけがをした際に、医療費（保険診療）の
自己負担分の一部または全部を区が助成します。申請方法など、詳細はお
問い合わせください。

〈第1部〉講演�「3年度東京都女性活躍推進大賞・東京
商工会議所第２０回勇気ある経営大賞特別
賞受賞企業、佐藤製作所の取り組み」

師�株式会社佐藤製作所常務取締役　佐藤修哉
氏（写真①）

〈第2部〉講演�「東京工業大学の多様性推進に向けた取
り組み」

師�東京工業大学企画本部ダイバーシティ推進
室マネジメント教授　野村淳子氏（写真②）

〈第3部〉対談「現場で活躍する女性を増やすために」
内�対談の進行をサポートするファシリテータ
ーに神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルス
イノベーション研究科准教授津野香奈美氏
（写真③）を迎え、第１・２部の講師の佐藤
修哉氏、野村淳子氏と対談する

　介護サービスの利用料が、いったん全額自己負担になります。後日、
申請により保険給付分が戻ります。

　介護サービスの利用料が、いったん全額自己負担になります。申請
により戻る予定の保険給付分は、滞納保険料を納付するまで、一時的
に差し止められます。
　差し止められた後も滞納保険料の納付がないときは、差し止められ
た保険給付分から滞納保険料が差し引かれます。

　滞納して２年が経過すると、介護保険料をさかのぼって納めること
ができなくなります（以下、消滅保険料という）。
　介護サービスを利用する際、消滅保険料の有無を過去１０年間さか
のぼって調査を行います。消滅保険料がある場合、介護サービス利用
料の自己負担が3割または4割に引き上げられます。
　滞納期間が長いほど、自己負担の引き上げ期間が長くなります。ま
た、高額介護サービス費などが支給されなくなります。

対�区内在住で健康保険に加入している、次の①～⑤のいずれかに該当する
子ども（１8歳到達後最初の3月3１日まで。中度以上の障害がある場合は
１9歳まで）と養育者

①�父母が離婚・死亡・生死不明・未婚などにより、ひとり親の状態にある
②父（母）に１年以上遺棄されている
③父（母）が裁判所からDV保護命令を受けている
④父（母）が法令により１年以上拘禁されている
⑤父（母）に重度の障害がある
※�父か母が事実上の婚姻関係にある（⑤を除く）場合は、受給不可
※前々年の所得が制限額（下表）を超えているかたは、受給不可
※�生活保護受給者や児童福祉施設などの入所者は受給できない場合あり

区独自の介護保険料減額制度
　生活に困窮しているかたが対象です。詳細はお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減額・免除・猶予制度
　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が一定以上減少した
かたなどが対象です。詳細はお問い合わせください。

問人権政策課男女平等センター係
　（☎5721－8570、F5721－8574）

問介護保険課介護保険資格・保険料係
（☎5722－9845、F5722－9716）

問子育て支援課手当・医療係（☎5722－9645、F5722－9328）

区制90周年
男女平等・共同参画センター30周年記念講座
ものつくりの現場から始める
女性活躍

医療機関や介護事業者の検索にご活用ください
医療・介護資源情報提供システム

あとになって困らないために
介護保険料をきちんと納めましょう

ひとり親家庭等医療費助成制度

1年6カ月以上滞納すると

2年以上滞納すると

問福祉総合課地域ケア推進係（☎5722－8713、F5722－9062）

　区内の医療機関（※）や介護事業者などの情報を
区H（コード❷）から、閲覧や検索ができます。
※同意のあった医療機関を掲載 ❷

⃝�住所や地図から医療機関や介護事業者などを検索
⃝�介護サービスの種類や内容から介護事業者を検索
⃝�事業者の介護サービスの空き情報を閲覧
⃝�関係者向けのサイトもあり、介護や福祉の最新情報を掲載

所得制限額（前々年の所得）
扶養人数 請求者本人 孤児などの養育者、配偶者・扶養義務者
０人 １9２万円 ２36万円
１人 ２3０万円 ２74万円
２人 ２68万円 3１２万円

＊以下、扶養人数が１人増すごとに38万円を加算

　ひとり親家庭等医療証は、毎年１月１日に更新されます。現在、ひとり
親家庭等医療証をお持ちのかたへ、１０月下旬に現況届の書類をお送りし
ますので、１１月3０日までに、子育て支援課へ提出してください。提出が
ない場合は、来年以降の交付ができません。

現況届を提出してください

子

時１１月１１日（金）１8：3０～２０：3０
場�中目黒住区センター（中目黒２－１０－１3　中目黒スクエア内）
定5０人（抽選）
申�区H（コード❶）、電話、FAX（講座名、住所、氏名〈ふりがな〉、電
話を記入）で、１０月１5～２9日に、男女平等・共同参画センター（☎
57２１－857０、F57２１－8574）へ。保育（１歳以
上の未就学児）希望者は電話・FAX（子どもの名前と
年齢を記入）で予約。手話通訳付き。空きがある場
合は１０月3０日から電話で受け付けます ❶

介護サービスを利用しているかたが
保険料を1年以上滞納すると
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